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第 1 節 背景・目的 

日本は、高度経済成長期に急激な人口増加と社会変化を受け、公共施設の整備が進められてきまし

た。その当時から建設された公共施設の建築年数は現在 30 年以上を経過し、老朽化による大規模改

修や修繕、建て替えが急務となっています。加えて、高速道路のトンネルの天井板崩落事故をはじめ

とする老朽化問題が各地で報告されており、老朽化対策が大きな社会問題ともなっています。一方、

近年の日本経済は低迷しており、財政の危機的な状況が続いています。また。高齢化社会に伴う社会

保障費の増加や生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等が推測され、依然厳しい財政状況が続くと思

われます。 

 

本町においてもその例外ではなく、老朽化した施設が数多く存在しています。これらを維持管理し

ていくためにかかる毎年の経費や、老朽化に伴い必要となる建て替えや改修の経費は、今後の町の財

政にとって、かなり大きな負担となることが予想されます。また、少子高齢化の進行といった社会環

境の変化も視野に入れつつ、施設の統廃合や機能転換なども含め、公共施設の適正配置と有効活用に

ついて、早急に検討を進めることが求められています。 

 

そこで本町では、まず本計画において、この問題を分かりやすく把握し、庁内、住民と共有し、将

来の世代を考えた財政運営につながるようにするために、今まで整備してきた資産を明らかにし、今

後、財政的な負担となる更新費用額がいくらになるのかを推計し、政策、予算編成の判断材料として

使えるようにしていきたいと考えます。 

また、現在ある施設が最適な量及び配置であるか、今後の公共施設に関する指針を検討します。 
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第 2 節 位置づけ 

本計画は、町の最上位計画である「和泊町総合振興計画」を下支えする計画の一つであり、公共施

設の適正配置と整備を行うことで、健全で効率的な行財政運営を推進するため、各政策分野における

施設面の取組に関して横断的な指針を提示するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 節 進行管理、マネジメント 

現在、公共施設を各担当課で所管していますが、今後は自治体経営の観点から総合的かつ統括的に

管理・活用し、全体の総量適正化、ライフサイクルコストの低減などを含む戦略的なマネジメントが

必要となってきます。 

そこで、本計画を策定するにあたり、総務課が専任部署となって取りまとめ等を行い、施設につい

ての調査や協議については、公共施設マネジメント推進プロジェクトチームが主体となって進めるよ

う、庁内体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専任部署（総務課） 

事務局・調整・ 

計画・取りまとめ等 

町長 

トップマネジメント 

副町長 

総務課＝専任部署 

公共施設マネジメント 

推進プロジェクトチーム 

和泊町 

公共施設等総合管理計画 

和泊町総合振興計画 

各種個別施設計画等 

ライフサイクルコストとは、建物の建設計画から運用、維持、修繕、解体されるまでにかかる費用のことを言います。 
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第 4 節 計画期間 

本計画期間は、平成 29 年度から令和 8 年度までの 10 年間とし、計画内容は社会情勢の変化や事

業の進捗状況等に応じて、計画期間中においても見直しを行うものとします。 

 

第 5 節 対象施設 

本町の所有する公共施設のうち、建物系公共施設、インフラ施設、企業会計施設を対象とします。 

また、令和２年度決算における固定資産台帳を基準とします。 

【建物系公共施設】 

対象施設：149 施設 

対象総面積：76,349 ㎡ 

【インフラ施設】 

対象インフラ施設：道路、橋りょう 

【企業会計施設】 

対象企業会計施設：上水道施設、公共下水道施設、農業集落排水施設 

 

対象施設図 
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Ễ   

第 1 節 位置・地勢 

 

位置 

○面積：40.39 平方キロメートル 

○位置：北緯 27 度 23 分 32.2 秒 

      東経 128 度 39 分 19.7 秒 

 

地勢 

本町は、鹿児島市の南南西 540 ㎞（航路距離）、北緯

27 度線上に浮かぶ面積 93.65 ｋ㎡、周囲 55.8 ㎞の沖永

良部島の北東部に位置し、平均気温 22℃の亜熱帯気候

に属します。 

知名町と隣接し、南は太平洋、北は東シナ海に面し、

北東に徳之島、南に与論島、沖縄本島を見ることができ

ます。隆起サンゴ礁でおおわれた平坦な地形で、中央に

古成層からなる越山（海抜 188.6 m）があるのみで耕地

に恵まれています。 

産業は温暖な気候を活かした農業が中心で、特に花き

栽培が盛んな町として知られており、農業生産額におい

ても県下で上位に位置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

沖永良部島 

和泊町HPより（http://www.town.wadomari.lg.jp/） 
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第 2 節 沿革セクション 

本町の歴史は、「奄
あま

美
み

世
ゆ

」「按司
あ じ

世
ゆ

」「那覇
な は

世
ゆ

」「大和
やまと

世
ゆ

」に区分されます。 

奄美世とは、原始から８～９世紀頃までを言い、階級社会以前の集落共同体の時代でした。続い

て按司世は、按司と呼ばれる首長の支配割拠する階級支配となります。沖永良部島はこの後、文永

３年 (1266 年)から慶長 14 年 (1609 年) までの 約 340 年間琉球王朝の支配下にあり、文化や

言語・風俗などはこの那覇世に起因しています。 

その後薩摩藩の琉球侵攻の結果、琉球から分割され薩摩藩直下におかれました。一方、文久２年 

(1862 年) 島津久光公の怒りに触れ、流謫された西郷隆盛翁が元治元年（1864 年） に生還される

までの１年６箇月の間、島民に教育や道徳を、為政者には政治の要諦を教え、また、飢饉に備えて

の社倉法を教えるなど島利民福を図り町民性の基盤を培いました。 

明治 13 年 (1880 年) に全島を 12 に区分し、戸長役場を置き、大正９年 (1920 年)には町村

制が施行され、和泊村・知名村となりました。また、明治 37 年 (1904 年) 野生のユリの球根を

「エラブユリ」として横浜の商社に送ったのが始まりで、以後島民の生活を潤す外貨獲得農産物と

して成長し、現在の切花産業の基礎を築いています。 

 昭和 16 年（1941 年）５月１日に町制が施行され和泊村から和泊町になりました。同年 12 月

第二次世界大戦が勃発、昭和 20 年（1945 年）８月に終戦、昭和 21 年（1946 年）２月２日に奄

美・沖縄諸島が日本から行政分離されアメリカ合衆国の統治下となりました。 

 昭和 28 年（1953 年）祖国日本に復帰、翌年から特別措置法により、５年きざみで振興開発と

振興策が講じられてきました。その間、交通・産業・福祉・教育などの基盤整備を行い、飛躍的な

発展を遂げました。 
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第 3 節 人口動向(和泊町人口ビジョンより一部引用) 

現在、日本は本格的な人口減少時代に突入しようとしています。出生数が減少していることに加え、

高齢人口の増加を受けて死亡数が増加していることが要因です。今後もこの傾向は続き、全国的に総

人口は減少を続けるものと考えられており、和泊町においても同様の傾向が見られます。 

 

和泊町総人口の推移と将来推計(和泊町人口ビジョンより) 

本町の総人口は、継続的な人口減少段階にあります。国立社会保障・人口問題研究所（以下、

「社人研」という。）の推測においても継続的な人口減少が継続することが予想されており、この

ままの推移で人口減少が進むと 2040 年には 5,460 人まで人口が減少します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

総人口（人） 8,932 8,653 8,188 7,869 7,736 7,403 7,096 6,819 6,527 6,222 5,955 5,708 5,460

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ễ

ὕ Ι Ι

○２０００年より人口減少傾向にあり、２０３０年以降は６，０００人を下回る想定。 

○総人口の減少に伴う、住民ニーズの変化に合った公共施設の再配置が必要。 

（人） 
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年齢 3 区分別人口構成の推移と将来推計(和泊町人口ビジョンより) 

本町の生産年齢人口は、継続的に減少しており、2010 年から 2040 年までの 30 年間の社人研

の推計では、33.1 ％の減少が予測されています。老年人口は、1990 年時点で年少人口を逆転して

増加していますが、以後横ばい傾向にあるとともに、2010 年から 2040 年までの社人研の推計で

は、4.3％の減少が予測されています。年少人口については、継続的に減少傾向を示しており、2010

年から 2040 年までの社人研の推計では、23.0 ％の減少が予測されています。 

人口構造を適正に維持していく上で、生産年齢人口と年少人口の維持が本町の重要な課題となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

総人口（人） 8,932 8,653 8,188 7,869 7,736 7,403 7,096 6,819 6,527 6,222 5,955 5,708 5,460

年少人口（人） 2,100 1,984 1,750 1,532 1,352 1,205 1,145 1,105 1,041 969 916 891 882

生産年齢人口（人） 5,292 5,021 4,621 4,309 4,226 4,039 3,883 3,607 3,220 2,970 2,881 2,751 2,599

老年人口（人） 1,540 1,648 1,817 2,028 2,158 2,159 2,068 2,107 2,266 2,283 2,158 2,066 1,979

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

ễ

○１９８０年より年少人口及び、生産年齢人口は減少傾向。 

○老年人口は１９９０年時点で年少人口を逆転して、その後も年少人口を上回る。 

(人) 
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第 4 節 財政状況 

 

歳入 

平成 27 年度から令和元年度までの歳入決算額推移を見ると、歳入合計に関して、65 億円前後を推

移し、庁舎建設のあった平成 30 年度のみ 75 億円を超えていることがわかります。 

地方交付税、国庫支出金等、その他の財源に依存しており、自主財源である地方税は、若干の微増

傾向ではありましたがおおむね横ばいです。平成 30 年度は庁舎建設を行ったため、例年に比べてか

なり多くの起債を発行しています。 

 

歳入決算の推移（千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

市町村税 582,914  601,879  593,095  588,794  580,850  

分担金及び負担金 32,224  29,635  33,141  16,585  24,947  

地方交付税 3,104,802  3,093,976  3,063,561  3,037,561  3,092,454  

地方譲与税 78,989  78,413  78,372  78,897  79,884  

国庫支出金 599,690  558,116  504,986  426,048  471,698  

県支出金 529,722  577,798  719,157  824,885  739,741  

地方債 701,016  558,543  655,207  1,645,395  715,373  

その他 6,673,315  6,509,617  6,647,476  7,579,464  6,490,943  

歳入合計 6,673,315  6,509,617  6,647,476  7,579,464  6,490,943  

 

  

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

27 28 29 30
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歳出 

平成 27 年度から令和元年度までの歳出決算額の推移を見ると、歳出合計は 65 億円前後で推移し

ていることがわかります。公債費、人件費、投資的経費が多くの割合を占めていますが、投資的経費

が、歳出総額に影響を与えていることがわかります。 

 

 

歳出決算の推移（千円） 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

人件費 991,363  958,891  991,169  956,072  1,002,572  

扶助費 517,790  559,160  562,929  554,290  600,015  

公債費 1,190,568  1,192,049  1,183,491  1,161,153  1,174,224  

投資的経費 1,068,379  939,170  1,064,901  2,282,860  1,082,103  

物件費 721,854  722,454  724,491  691,440  887,103  

維持補修費 14,655  25,345  21,712  13,233  1,572  

補助費等 909,581  814,935  800,777  782,869  847,824  

繰出金 656,757  597,597  664,445  632,294  658,907  

貸付金・積立金 442,526  511,200  465,605  290,026  107,420  

歳出合計 6,513,473  6,320,801  6,479,520  7,364,237  6,361,740  

 

 

  

0
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2,000,000

3,000,000
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普通建設事業費の推移 

平成 27 年度から令和元年度までの普通建設事業費推移を見ると、毎年変動がありますが、平成 30

年度庁舎建設を行ったため、例年より費用が発生していますが、それ以外の年度については横ばいの

推移をしています。 

 

普通建設事業費の推移(千円) 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

普通建設事業費 1,034,456  936,848  1,059,842  2,175,715  1,067,564  

 

本町においては、少子高齢化とともに人口減少社会に突入しており、今後も町税の大幅な増加は見

込めず、安定的な財源確保が非常に難しい状況にあります。今後も住民サービスを提供し続けるため

には、必要なものを取捨選択して、無駄な経費を削減しなければなりません。今後の公共施設等の建

て替え（更新）や維持管理に対しての財源配分を適正に行うことは、本町の財政状況からみて重要課

題となります。 

 

 

  

0
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1,000,000
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ễ  ︡ 

第 1 節 用途分類 

対象とする全ての建物系公共施設・インフラ施設・企業会計施設を用途ごとに分類し、現状を把握

することとします。（用途分類は、総務省の提供するツールの分類を参考に行いました。） 

 

建物系公共施設の用途分類 

 
※この分類は、総務省の提供するツールの分類を参考としており、分類の中に「市民」という表記が出てきますが、総務省の提供するツー
ルとの整合性を取るため、そのままの表記としています。 

 

  

番号 建物系公共施設用途大分類 建物系公共施設用途中分類

集会施設

文化施設

博物館等

図書館

スポーツ施設

レクリエーション施設・観光施設

保養施設

4 産業系施設 産業系施設

学校

その他教育施設

6 子育て支援施設 幼稚園・保育所・こども園

高齢福祉施設

児童福祉施設

その他社会福祉施設

庁舎等施設

消防庁舎

その他行政系施設

9 公営住宅 公営住宅

10 公園 公園

11 供給処理施設 供給処理施設

12 その他 その他

　 市民文化系施設1

    行政系施設8

7  　保健・福祉施設

5 学校教育系施設

2 社会教育系施設

3 スポーツ・レクリエーション系施設
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インフラ施設の用途分類 

 

番号 インフラ施設用途大分類 インフラ施設用途中分類 

1 道路 町道 

2 橋りょう 橋りょう 

 

企業会計施設の用途分類 

 

番号 企業会計施設用途大分類 企業会計施設用途中分類 

1 上下水道施設 

上水道施設 

下水道施設 

（公共下水道、農業集落排水） 
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第 2 節 数量 

用途別に建物系公共施設の数量を見ると、主な内訳は学校教育系施設が 30％、公営住宅が 26％、

市民文化系施設が 11％となっています。 

 

建物系公共施設数量 

建物系公共施設用途大分類 施設数 
延床面積 

（㎡） 

割合 

（％） 

市民文化系施設 23  8,064.12  11％ 

社会教育系施設 3 1,710.70  2％ 

スポーツ・レクリエーション系施設 6 3,725.28  5％ 

産業系施設 10  6,864.00  9％ 

学校教育系施設 7 22,851.00  30％ 

子育て支援施設 4 2,243.00  3％ 

保健・福祉施設 5 1,111.08  1％ 

行政系施設 9 4,540.23  6％ 

公営住宅 33  19,575.77  26％ 

公園 9 828.48  1％ 

その他 40  4,835.50  6％ 

合計 149  76, 349.16  100.0%  

  

 

 

インフラ施設数量 

インフラ施設用途大分類 インフラ施設用途中分類 数量等 

道路 町道 総延長：313,995ｍ 

橋りょう 橋りょう 総面積：954.06 ㎡ 

 

企業会計施設数量 

企業会計施設用途大分類 企業会計施設用途中分類 数量等 

水道施設 

上水道 総延長：117,337 ｍ 

下水道 
総延長：114,428ｍ 

建物面積：8,13 0.96 ㎡ 

 

  

割合(％)において、端数処理の関係により合計が 100％にならない場合があります。 

企業会計が保有する建物については、企業会計施設の数量に掲載しています。 
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第 3 節 建物系公共施設建設の推移  

 

建物系公共施設築年別整備状況 

下図は建物系公共施設（企業会計含む）の建築年別の面積を示しています。本町においては、1965

年度に建築された城ケ丘中学校体育館、和泊町中央公民館が最も古い建物で、中央公民館は、令和元

年度に老朽化に伴い取り壊しを行いました。建築後 30 年を超える施設は、一般的に大規模改修が必

要と言われています。本町における建築のピークは、1990 年代から 2000 年代の期間であり、今後、

築 30 年を迎える施設が増加していきますので、計画的に大規模改修等の対応を行っていく必要があ

ります。 
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第 4 節 インフラ施設の推移 

 

道路整備状況 

下図は道路の年度別整備状況を示しています。 

町道の年度別整備状況を見てみると、1980 年代に多く整備されていることがわかります。 

 整備年度が 1980 年に集中しているのは、台帳の整理年度を町道整備年度としているためであるこ

とが考えられます。 

 

 

（※和泊町町道台帳より） 

 

  

(m)  
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橋りょう整備状況 

下図は橋りょうの年度別整備状況を示しています。 

橋りょうの年度別の整備面積をみると、1970 年代から 80 年代にかけて多く整備され、既に耐用

年数を過ぎた橋りょうがあることがわかります。 
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第 5 節 企業会計施設の推移 

 

上水道施設整備状況 

下図は上水道施設の年度別整備状況を示しています。 

（和泊町新水道ビジョン及び経営戦略：令和２年２月策定：P17 より引用） 
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下水道施設整備状況 

下図は下水道施設の年度別整備状況を示しています。 

下水道施設の年度別の整備状況をみると、1990 年代後半から 2000 年代の前半までに重点的に整

備されたことがわかります。 
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第 6 節 将来の更新費用試算 

公共施設の更新費用推計は公共施設等更新費用試算ソフト（総務省）を用いました。 

更新費用推計の条件及び、更新単価は以下のとおりとします。 

 

◆公共施設等更新費用試算ソフト（総務省）の更新費用シミュレーション条件 

●更新費用の推計額 

事業費ベースでの計算とする。 

一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため。 

●計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定して計算。 

延床面積×更新単価 

●更新単価 

既に更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設定され

た単価を使用する。また、建て替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとして

想定。 

●大規模改修単価 

建て替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

●耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60 年を採用する。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

●大規模改修 

建設後 30 年で行うものとする。 

●地域格差 

地域格差は考慮しないものとする。 

●経過年数が 31 年以上 50 年までのもの 

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うものとして計算。 

●経過年数が 51 年以上のもの 

建て替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 60 年を経た年度に建て替えるものとして計算。 

●耐用年数が超過しているもの 

今後 10 年間で均等に更新するものとして計算。 

●建て替え期間 

設計、施工及び複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建て替え期間を 3 年間として計算。 

●修繕期間 

設計、施工及び複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、修繕期間を 2 年間として計算。 
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建物系公共施設用途分類ごとの更新単価 

建物系公共施設用途大分類 大規模改修 建て替え 

市民文化系施設 250 千円/㎡ 400 千円/㎡ 

社会教育系施設 250 千円/㎡ 400 千円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 200 千円/㎡ 360 千円/㎡ 

産業系施設 250 千円/㎡ 400 千円/㎡ 

学校教育系施設 170 千円/㎡ 330 千円/㎡ 

子育て支援施設 170 千円/㎡ 330 千円/㎡ 

保健・福祉施設 200 千円/㎡ 360 千円/㎡ 

行政系施設 250 千円/㎡ 400 千円/㎡ 

公営住宅 170 千円/㎡ 280 千円/㎡ 

公園 170 千円/㎡ 330 千円/㎡ 

供給処理施設 200 千円/㎡ 360 千円/㎡ 

その他 200 千円/㎡ 360 千円/㎡ 

 

インフラ施設用途分類ごとの更新単価 

インフラ施設用途分類 更新年数 更新単価 

道路 15 年 4.7 千円/㎡ 

橋りょう 60 年 425 千円/㎡ 

 

企業会計施設用途分類ごとの更新単価 

企業会計施設用途分類 更新年数 更新単価 

上水道（管路） 40 年 水道ビジョンの結果を使用する 

下水道（管路） 50 年 124 千円/m  

下水道（建物） 

60 年（建て替え） 200 千円/㎡ 

30 年（大規模改修） 360 千円/㎡ 
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建物系公共施設の更新費用推計グラフ  

本町が所有する建物系公共施設（企業会計施設含む）について、現状規模のまま更新を行った場合、

今後 40 年間で約 350.4 億円の更新費用を要し、年平均で毎年約 8.8 億円かかる試算となります。 

人口減少に伴い地方税収入の減額が見込まれることを考慮すれば、現状のままの施設規模を維持す

ることは困難であると考えられます。 

そのため、今後は既存施設への機能の集約化、利用者ニーズの変化に対応した公共施設の在り方につ

いての検討が必要となります。 
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インフラ施設の更新費用推計グラフ（道路） 

本町が所有する道路について、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40 年間で約 205.8 億円の

更新費用を要し、年平均を計算すると、毎年約 5.1 億円かかる試算となりました。 

 

 

 

 

 

（総延長距離での計算結果を使用） 
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インフラ施設の更新費用推計グラフ（橋りょう） 

本町が所有する橋りょうについて、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40 年間で 2.9 億円の

更新費用を要し、年平均を計算すると、毎年約 1 千万円かかる試算となりました。 

 

（総面積での計算結果を使用） 
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企業会計施設の更新費用推計グラフ（上水道施設） 

 

（和泊町新水道ビジョン及び経営戦略：令和２年２月策定：P56 より引用） 
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企業会計施設の更新費用推計グラフ（下水道施設） 

本町が所有する下水道施設について、現状規模のまま更新を行った場合、今後 40 年間で約 113.2

億円の更新費用を要し、年平均を計算すると、毎年 2.8 億円かかる試算となりました。 

 

（総延長距離での計算結果を使用） 
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公共施設等全体の更新費用 

本町が所有する公共施設等について、全て大規模改修を実施し、現状規模のまま更新を行った場合、

今後 40 年間で約 745.9 億円の更新費用を要し、年平均で、毎年約 18.6 億円かかる試算となりまし

た。 

平成２７～令和元年度の過去 5 箇年の普通建設事業費の年平均額は約 12. 5 億円であり、今後もこの

水準で財源を維持できるものとした場合、毎年約 6.1 億円の財源不足が見込まれることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来世代にとっても必要と判断された公共施設の大規模改修等の経費に充当可能な財源としては、

基金を含む一般財源の他、制度がある場合は、国や県の補助金等を最大限活用するほか、「公共施設等

適正管理推進事業債」等の地方債も有効に活用し、必要となる財源の確保に努めます。 

  

 今後 40 年間の 

更新費用 

（億円） 

１年あたり平均 

更新費用 

（億円/年） 

建物 350.4  8.8  

道路 205.8  5.1  

橋りょう 2.9  0.1  

上水道 73.6  1.8  

下水道 113.2  2.8  

合計 745.9  18.6  

1 年あたり平均 

更新費用 

（億円） 

普通建設事業費 

過去 5 年平均 

(億円) 

差額 

（億円） 

18.6  12. 5 6.1  
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4  ︣  

第 1 節 基本的な方針 

 

適正かつ柔軟な施設マネジメント 
 

●公共施設の維持・管理・更新を行っていくにあたり、少子高齢化の進行といった社会環境の変化

も視野に入れつつ、適正かつ柔軟な施設マネジメントを進めます。 

 

●本町にて導入している行政評価システムを活用することで、公共施設の維持補修に係る事業を効

果的・効率的に進めます。 

 

第 2 節 基本目標 

目標１：今後 40 年間で公共施設の延床面積を約 30％削減 

第 3 章 6 節の公共施設等の更新費用推計結果により、公共施設全体の更新費用必要額は、過去５

年の普通建設事業費平均に対して 6.1 億円不足する見込みとなりました。 

インフラ及び企業会計施設は施設数の削減が困難であることを踏まえ、本計画内で掲げる取組を

実施し、公共施設の延床面積を今後 40 年間で、約 30％削減することを目標とします。 

 

目標２：公共施設の利活用推進 

公共施設の利活用推進を進め、遊休施設の積

極的な売却・賃貸を進めます。 

活用されている施設に関しては、右図の公共施

設動画サイトにて情報公開を行い、利用率の増

加に努めます。 
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第 3 節 実施方針 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は、利用状況、自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎に異なります。各施設

の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握します。 

全対象施設において点検・診断を実施し、その結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実

かつ効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等

の情報を記録し、次の点検・診断等に活用していきます。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先度をつけて、計画的に改修・更新します。 

  今後、社会経済情勢の変化に応じた質的向上や機能付加、用途変更や複合化・集約化を図ります。 

 

（３）安全確保の実施方針 

災害拠点かどうか、多数の町民の利用がある施設であるかどうかなどの視点から、対応の優先度

を検討します。 

点検・診断等により危険性が認められた施設については、立入禁止等の安全措置を実施し、利用

者の安全確保を図ります。 

 

（４）耐震化の実施方針 

災害拠点かどうか、多数の町民の利用がある施設かどうかなどの視点から、耐震化の優先順位を

検討します。 

道路、橋りょう、上下水道をはじめとするインフラについても耐震化の検討を進めていきます。 

 

（５）PPP/PFI 活用の実施方針 

PPP/PFI など、民間活力を活用し、機能を維持・向上させつつ、改修・更新コスト及び管理運営

コストを縮減します。 

 

 

 

  

PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携)は、公民が連携して公共サービスの提供を行う取り組みのこと。PFI(プ
ライベイト・ファイナンス・イニシアティブ)は、公共施工等の設計・維持管理等に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの

提供を民間主導で行うこと。 
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（６）長寿命化の実施方針 

点検・診断等の実施方針により施設の健全度を把握し、予防的な修繕等の実施を徹底することに

より事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

（７）統合・廃止の実施方針 

利用状況調査等にて必要性が認められない施設については、必要に応じて議会や住民アンケート

等による町民との調整を十分整えた上で、廃止・撤去を実施します。 

集会室や会議室などの類似した施設に関しては、総合的にとらえ、改築などの際には施設の集約

化による機能統合を検討します。 

 

（８）隣接・近隣市町村との広域的な視野をもった方針 

清掃施設・火葬場については、沖永良部衛生管理組合により、隣接する知名町と共同でサービス

提供・施設の維持管理を行っています。消防施設については、沖永良部与論地区広域事務組合によ

り、知名町・与論町と広域的な連携を行い、業務の効率化を図ってきました。近隣団体と共同で提

供できるサービス等について、積極的に統合を検討します。 

 

（９）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

公共施設等の更新を行う際には、住民ニーズ、各種法令、ユニバーサルデザインの街づくりの考

え方を踏まえ、誰もが安全・安心で快適に利用できるようバリアフリー化を推進していきます。 

 

（10）フォローアップの推進方針 

本計画における基本方針・実施方針、個別施設計画における実施計画について、毎年進捗管理を

行います。個別施設計画での策定内容も随時反映し、見直しを行っていきます。 

 

（11）行政サービスの水準等 

コスト削減や面積削減により、住民サービスの低下を招かないよう、サービス利用者等の意見も

取り入れながら、サービスの向上を図っていきます。 
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5 פֿ  ︣  

第 1 節 建物系公共施設の基本方針(市民文化系施設) 

 

施設概要 

市民文化系施設は、町民の集う場であり、実際の生活に即した学習や、教養を向上するための中心

的施設です。 

 

.1- 1   

 

 

 

 

 

 

.1- 2 †   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 18.4 ┴ ₴ 55.3 H26.2 ʹ  

̮ ׀   ̮  †  

├⅛  705.41  ├⅛  131.00  

.1- 3 ′ἬЏ   

 

 

 

 

 

 

.1- 4 ᵗ ἬЏ   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 13.1 ┴ ₴ H12.12 

̮  ′  ̮  ᵗ  

├⅛  144.00  ├⅛  298.00  

.1- 5 ♥   

 

 

 

 

 

 

.1- 6 ᶮ ʹ̝   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 55.3 H26.2 ʹ  ┴ ₴ 58.8 R3.2 ʹ  

̮  ♥  ̮  ᶮ  

├⅛  131.00  ├⅛  508.40  

.1- 7 ἬЏ   

 

 

 

 

 

 

.1- 8 
ї Ἤ

 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 9.3 ┴ ₴ H12.4 

̮   ̮  ї  

├⅛  220.00  ├⅛  488.00  

.1- 9 ˴ⱷ ᵎ   

 

 

 

 

 

 

.1- 10 ԍἬЏ   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 54.3 H26.1 ʹ  ┴ ₴ H18.3 

̮  ˴ⱷ  ̮  ԍ  

├⅛  115.00  ├⅛  189.00  

.1- 11 ẎḜ ʹ̝   

 

 

 

 

 

 

.1- 12 КḜ ˗ ̝   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 59.8 R3.2 ʹ  ┴ ₴ 62.4 R3.2 ʹ  

̮  ẎḜ  ̮  КḜ  

├⅛  250.18  ├⅛  194.00  

  



 

31  

 

.1- 13 ᴇἬЏ   

 

 

 

 

 

 

.1- 14 ̗├Џ   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 53.5 H26.1 ʹ  ┴ ₴ 53.5 H25.6 ʹ  

̮  ᴇ  ̮  ̗├  

├⅛  195.00  ├⅛  117.00  

.1- 15 Ḝ   

 

 

 

 

 

 

.1- 16 ⁹   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 50.12 H25.6 ʹ  ┴ ₴ 52.12 H25.6 ʹ  

̮  Ḝ  ̮  ⁹  

├⅛  231.00  ├⅛  198.00  

.1- 17 ʹ   

 

 

 

 

 

 

.1- 18 ֦   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  ҵ  

┴ ₴ 56.3 ┴ ₴ 54.12 H25.9 ʹ  

̮   ̮  ֦  

├⅛  1,887.75  ├⅛  132.00  

.1- 19 ἧ ˲ ὤ  

 

 

 

 

 

 

.1- ẉ׀ 20 ̝   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ 48.4 R2.12 ʹ  ┴ ₴ 59.4 R3.2 ʹ  

̮ ׀   ̮ ׀   

├⅛  239.85  ├⅛  127.53  

.1- 21 ῇ   

 

 

 

 

 

 

.1- 22 ʴẔЏ   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 53.12 R3.2 ʹ  ┴ ₴ 42.1 H31.3 ʹ  

̮  ῇ  ̮  ᴇ  

├⅛  132.00  ├⅛  428.00  

.1- 23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  

┴ ₴ H27.3 

̮  ᴇ  

├⅛  1,002.00  
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施設の現状 

各字の公民館や集会所、研修センターなどの町民が集う施設が多くあります。 

公民館や集会所は、各字でのイベント時などには多くの町民に利用されています。 

研修センターに関しては、各小中学校の宿泊研修などを中心に利用されており、市民文化系施設の

中で最も延床面積の大きい施設です。 

 

今後の管理方針 

劣化が進行しているもので今後も継続利用が必要なものについては、安全性について判断の上、改

修等を検討します。 

字公民館については、大規模改修を実施した施設や比較的新しい施設については、定期点検を実施

し、不具合の早期発見、予防保全に努めます。 
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第 2 節 建物系公共施設の基本方針(社会教育系施設) 

 

施設概要 

町民が、豊かで充実した人生を送るために、生涯を通じて学ぶ場を提供することを目的とした施設

です。 

 

.2- 1 
ֲ Ͻ˧  

ӳ ꜠  
 

 

 

 

 

 

 

.2- 2 ᶫ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 23.6 ┴ ₴ 55.3 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  204.00  ├⅛  687.70  

.2- 3 ֲ ͦ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 9.3 

̮   

├⅛  819.00  

 

 

施設の現状 

図書館をはじめ、子どもから大人まで幅広く町民に利用されています。 

歴史観光交流館（西郷南洲記念館）や和泊町歴史民俗資料館など、それぞれの専門分野に応じた展

示を行っております。 

 

今後の管理方針 

住民によく利用されている施設であるが、運営事務の効率化等も含めて、社会教育施設等の今後の

在り方に関しては、総合的な検討協議を行った上で今後の整備の必要性を検討します。 
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第 3 節 建物系公共施設の基本方針(スポーツ・レクリエ―ション系施設) 

 

施設概要 

町民の健康増進及び体力向上や、観光の拠点及び交流を図るための施設です。 

 

.3- 1 Ҳⅎḹ  

 

 

 

 

 

 

.3- 2 ᴇⱲ ḹ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 10.7 R2.7 ʹ  ┴ ₴ 7.5 

̮  КḜ  ̮ ׀   

├⅛  47.38  ├⅛  110.00  

.3- 3 
˧

 
 

 

 

 

 

 

 

.3- 4 ╞ ḹ  

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 12.2 ┴ ₴ S50.1 

̮  ᵗ  ̮ ׀   

├⅛  429.90  ├⅛  96.00  

.3- 5 ҂ ḹ  

 

 

 

 

 

 

.3- 6   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  ͪβ  

┴ ₴ S53.3 H25.11 ʹ  ┴ ₴ 17.2 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  425.00  ├⅛  2,617.00  

 

施設の現状 

町民運動広場や和泊町ふれあい交流館（笠石ドーム）など、町民のスポーツイベント等に利用され

る施設があります。 

和泊町弓道場や柔剣道場など、施設の老朽化が進んでいる施設があります。 

海洋療法施設のタラソおきのえらぶは、スポーツ・レクリエーション系施設の中で最も延床面積の

大きな施設です。しかし、施設設備の利用者数の伸び悩みなどの課題に加え、施設の老朽化等に伴う

維持補修費等の負担が多額であるなどの問題があります。 

 

今後の管理方針 

住民によく利用されている施設のため，総合交流アリーナ建設計画に伴い，各施設における今後の

整備の必要性や統廃合について検討を行います。  
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第 4 節 建物系公共施設の基本方針(産業系施設) 

 

施設概要 

 和泊町実験農場などが該当します。和泊町の産業振興に関する施設です。   

 

.4- 1 ↕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

.4- 2 ↕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ 14.4 ┴ ₴ 62.11 

̮  ᴇ  ̮  ῇ  

├⅛  192.00  ├⅛  200.00  

.4- 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

4- 4 ͑  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ 2.3 ┴ ₴ 62.11 

̮  ῇ  ̮  ῇ  

├⅛  120.00  ├⅛  200.00  

.4- 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

.4- 6 Ṕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ 24.3 ┴ ₴ 62.8 

̮ ׀   ̮  ῇ  

├⅛  198.00  ├⅛  790.00  

.4- 7 ḭ  
 

 

 

 

 

 

 

 

.4- 8 ὕ ḹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ 9.3 ┴ ₴ 1.4 

̮  ′  ̮  ῇ  

├⅛  3,500.00  ├⅛  1,118.00  

.4- 9 қ›  
 

 

 

 

 

 

 

 

.4- 10 ͑  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ S46.3 H28 ʹ  ┴ ₴ 55.4 

̮  ᴇ  ̮  ῇ  

├⅛  393.00  ├⅛  153.00  
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施設の現状 

農業系を中心に、専門的に利用する施設が多くあり、利用者は限定されています。 

堆肥施設は、産業系施設の中で最も延床面積が大きく、和泊町全体でみても和泊小学校と和泊中学

校に次いで 3 番目に大きな施設です。 

 

今後の管理方針 

今後も必要な施設かどうか、将来の利用方針を明確に決定し、統合できるものは、集約化を進め

ます。貸付施設や、利用者が限られるような専用施設については利用者との協議の上譲渡を進めま

す。利用度が低い施設は、将来的に廃止の方向で検討し、大規模改修は実施しませんが、利用者に

危険がないように修繕対応は行うものとします。比較的新しい施設も、現在の機能は早急に廃止等

の決定を行い、用途変更して利活用する方向で検討します。 
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第 5 節 建物系公共施設の基本方針(学校教育系施設) 

 

施設概要  

町内の小中学校及び給食センターなどの学校教育に関わる施設です。 

 

.5- 1 ᴇ ᾛἶ   

 

 

 

 

 

 

. 5- 2 ẎḜᾛἶ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 14.5 ┴ ₴ 10.7 

̮  ᴇ  ̮  ẎḜ  

├⅛  5,631.00  ├⅛  2,627.00  

.5- 3 КḜᾛἶ   

 

 

 

 

 

 

.5- 4 ᶮ ᾛἶ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 7.3 ┴ ₴ 9.3 

̮  КḜ  ̮  ᶮ  

├⅛  2,663.00  ├⅛  2,742.00  

.5- 5 ᴇ ʴἶ   

 

 

 

 

 

 

.5- 6 Ḝ ʭʴἶ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 11.9 ┴ ₴ 7.3 

̮ ׀   ̮  КḜ  

├⅛  5,580.00  ├⅛  2,509.00  

.5- 7   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ H26.3 

̮  ᴇ  

├⅛  1,099.00  

 

施設の現状 

各地区の小学校、中学校があり、建物系公共施設の約 30％を占めています。 

和泊小学校のプラネタリウムや、国頭小学校の日本一のガジュマルなど、各小中学校でそれぞれの

特色があります。 

全ての学校が耐震基準を満たしています。 

 

今後の管理方針 

少子化に伴い発生する各学校の空き教室の利用方法を検討します。 

安心・安全な学校運営を確保するため、適正な施設管理に努めます。 
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第 6 節 建物系公共施設の基本方針(子育て支援施設) 

 

施設概要 

こども園・幼稚園など、町民の子育てを支援するために設置された施設です。 

 

.6- 1 ᶮ ᶸ  

 

 

 

 

 

 

.6- 2 ẎḜ ᶸ  

 

 

 

 

 

 

ι   ι   

┴ ₴ 55.2 ┴ ₴ 58.3 

̮  ᶮ  ̮  ẎḜ  

├⅛  603.00  ├⅛  619.00  

.6- 3 КḜ ᶸ  

 

 

 

 

 

 

.6- 4 ᴇ ℗ ᶸ  

 

 

 

 

 

 

ι   ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 53.2 ┴ ₴ 50.3 

̮  КḜ  ̮  ᴇ  

├⅛  479.00  ├⅛  542.00  

 

施設の現状 

国頭こども園や和泊幼稚園など、施設によっては老朽化が進んでいる施設があります。 

また、待機児童がいることや、施設によって園児数が異なるなどの問題を抱えています。 

 

今後の管理方針 

子育て支援施設は、４施設とも同時期に建設されており、老朽化の程度も同程度です。利用者（園

児）は減少傾向ですが、0～１歳の低年齢児の入所希望が増えており、保育士有資格者の確保等の課

題もあるため、今後の人口の推移によっては統合集約及び改修を検討します。 
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第 7 節 建物系公共施設の基本方針(保健・福祉施設) 

 

施設概要 

町民の健康づくりに関わる施設です。 

 

.7- 1   

 

 

 

 

 

 

.7- 2   

 

 

 

 

 

 

ι  ͪβ  ι  ͪβ  

┴ ₴ 22.10 ┴ ₴ 15.11 

̮  Ḝ  ̮  ᶮ  

├⅛  97.75  ├⅛  86.97  

.7- 3 ᷂Ḣ˧    

 

 

 

 

 

 

.7- 4 ˲ ὤ  

 

 

 

 

 

 

ι  ͪβ  ι  ͪβ  

┴ ₴ 61.3 H24.3 ʹ  ┴ ₴ 48.3 

̮  ᴇ  ̮ ׀   

├⅛  218.46  ├⅛  297.00  

.7- 5 ͪβ   

 

 

 

 

 

 

ι  ͪβ  

┴ ₴ 11.11 

̮  ᴇ  

├⅛  410.90  

 

施設の現状 

スマイル館にゃーとぅ、ふれあい館ガジュマル、老人いこいの家は町民の交流・情報交換の場とし

て提供しています。 

老人いこいの家や旧和泊町保健センターなど老朽化した施設があります。 

 

今後の管理方針 

多目的ホールは、字の公民館等他施設のスペースを利用できるので、今後新規整備は行わないもの

とします。 

まだ新しい施設については、今後も高齢者の介護予防等の施設として運用をしながら、他機能の受

け入れ等、利用の幅を広げて有効利用していくものとします。 

地域交流施設どぅくさ館については、庁舎周辺の道路拡張工事に伴い、令和３年度に建替えを行い

ます。 
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第 8 節 建物系公共施設の基本方針(行政系施設) 

 

施設概要 

和泊町役場や各分団車庫など、行政事務や消防活動に関わる施設です。 

 

.8- 1 ᴇ ☻ḹ  

 

 

 

 

 

 

.8- 2   

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ̔  

┴ ₴ H30.12 ┴ ₴ 3.12 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  3,255.98  ├⅛  622.00  

.8- 3 ᶧ   

 

 

 

 

 

 

.8- 4 ᶮ  ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ R2.10 ┴ ₴ 29.3 

̮  ᴇ 10 ̮  ᶮ  

├⅛  470.25  ├⅛  32.00  

.8- 5 ᵗ  ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

.8- 6 ⁹ ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ H23.3 ┴ ₴ 15.1 

̮  ᵗ  ̮  ⁹  

├⅛  32.00  ├⅛  32.00  

.8- 7 Ḝ ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

.8- 8 ẎḜ ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ H26.1 ┴ ₴ 9.1 

̮  Ḝ  ̮  ẎḜ  

├⅛  32.00  ├⅛  32.00  

.8- 9 † ѝᶧ ↕  

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  

┴ ₴ 25.3 

̮  †  

├⅛  32.00  

 

施設の現状 

役場庁舎は、老朽化に伴い、平成 30 年度に建て替えを行いました。 

消防施設についても、随時建て替えを行い、安全を確保しています。 

 

今後の管理方針 

定期点検を実施し、不具合の早期発見、予防保全に努めます。各消防団の分団車庫は、町の安全

を維持するために必要な施設であり、統廃合は行わないものとします。 
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第 9 節 建物系公共施設の基本方針(公営住宅) 

 

施設概要 

町民の住居として町が管理している住宅が該当します。 

 

.9- 1 ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 2 ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 23.3( ʹ) ┴ ₴ 63.3 

̮  ᴇ  ̮  КḜ -  

├⅛  294.65  ├⅛  376.11  

.9- 3 ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

9- 4   

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 60.3 R1.11 ʹ  ┴ ₴ H27.3 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  3,230.48  ├⅛  214.80  

.9- 5 ̗├ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 6 †ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 12.3 ┴ ₴ 19.3 

̮  ̗├  ̮  †  

├⅛  151.62  ├⅛  151.62  

.9- 7 ᵗ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 8 ′ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 23 H27 ┴ ₴ 19.3 

̮  ᵗ 361 351

357- 1 
̮  ′  

├⅛  5,254.41  ├⅛  151.62  

.9- 9 Ḝᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 10 ⁹ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 58.3（R3.1改修） ┴ ₴ 12.3 

̮  Ḝ  ̮  ⁹  

├⅛  587.15  ├⅛  151.62  

.9- 11 ֦ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 12 ♥ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 18.3 ┴ ₴ 20.3 

̮  ֦  ̮  ♥  

├⅛  151.62  ├⅛  151.62  

.9- 13 ᶮ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 14 ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 58.3 H31.2 ʹ  ┴ ₴ 12.3 

̮  ᶮ -  ̮  -  

├⅛  190.68  ├⅛  151.62  
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.9-   ᶧ᷂׀ 15

 

 

 

 

 

 

.9- 16 ї ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 11.2 ┴ ₴ 21.6 

̮ ׀   ̮  ї  

├⅛  856.00  ├⅛  151.62  

.9- 17 ʣ   ᶧ᷂׀

 

 

 

 

 

 

.9- 18 ˴ⱷᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 22.2 ┴ ₴ 4.3 

̮ ׀   ̮  ˴ⱷ  

├⅛  151.62  ├⅛  338.1  

.9-   ᶧ᷂׀ 19

 

 

 

 

 

 

.9- 20 ԍᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 12.3 ┴ ₴ 22.3 

̮ ׀   ̮  ԍ  

├⅛  151.62  ├⅛  151.62  

.9- 21 ẎḜᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 22 ᶮ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 20.3 ┴ ₴ 4.3 

̮  ẎḜ  ̮  ᶮ  

├⅛  151.62  ├⅛  166.48  

.9- 23 ᶮ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 24 ῇᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 7.5 ┴ ₴ 9.7 

̮  ᶮ 3088- 1 3089- 1 ̮  ῇ  

├⅛  1,037.9  ├⅛  161.71  

.9- 25 КḜ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 26 КḜ̮ὁ A  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 57.3 ┴ ₴ 56.2 H23 ʹ  

̮  КḜ  ̮  КḜ  

├⅛  320.90  ├⅛  59.62  

.9- 27 ᴇᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 28 ᴇ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 21.6 ┴ ₴ 4.3 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  151.62  ├⅛  676.20  
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.9- 29 ᴇ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

.9- 30 ᴇ ᶧ᷂  

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 16.3 ┴ ₴ 18.2 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  1,873.16  ├⅛  1,664.47  

.9- 31 
ᴇ ὤ 

̮ὁ  
 

 

 

 

 

 

 

.9- 32 
̮ὁ 

（活用住宅） 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ 61.3 H24.3 ʹ  ┴ ₴ S46.2（H29.6改修） 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  64.71  ├⅛  100.00  

.9- 33 世之主団地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  

┴ ₴ R1.12 

̮  КḜ  

├⅛  137.18  

 

 

施設の現状 

公営住宅は、和泊町の全施設の中でも大きな割合を占めています。 

施設によって老朽化に大きな差が見られます。 

住宅の需要は高く、全ての公営住宅が使用中です。 

空き家を活用した、活用住宅が近年増加しています。 

 

今後の管理方針 

今後の人口動向の変化、既に作成している「和泊町公営住宅長寿命化計画」を参考にしながら施設

の維持管理に努めます。 
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第 10 節 建物系公共施設の基本方針(公園) 

 

施設概要 

町の管理する公園が該当します。（延床面積は便所等の建物面積を記載しています。） 

 

10- 1 Џᶸ   

 

 

 

 

 

 

.10- 2 ̗├Џᶸ  

 

 

 

 

 

 

ι  ᷂  ι  ᶽ  

┴ ₴ 14.3 R2.7 ʹ  ┴ ₴ 16.3 R2.7 ʹ  

̮  ῇ -  ̮  ̗├  

├⅛  12.60  ├⅛  28.26  

.10- 3 ῇЏᶸ 
 

 

 

 

 

 

 

.10- 4 Џᶸ 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  ι  ̔  

┴ ₴ 9.10 ┴ ₴ 60.4 R1.9 ʹ  

̮  КḜ -  ̮  
ᵗ ʝ

ₑ ʝₑ 

├⅛  55.55  ├⅛  422.97  

.10- 5 
Ѓ Џᶸ( Џ

ᶸ) 
 

 

 

 

 

 

 

.10- 6 ′Џᶸ( )  

 

 

 

 

 

 

ι   ι  ̔  

┴ ₴ 18.3 ┴ ₴ S63.7 R1.7 ʹ  

̮  ᴇ -  ̮  ᴇ  

├⅛  22.10  ├⅛  18.95  

.10- 7 Џᶸ( )  

 

 

 

 

 

 

.10- 8 Џᶸ  

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  ι  ᶽ  

┴ ₴ 20.3 ┴ ₴ H28.3 

̮  ⁹  ̮  ᴇ  

├⅛  217.00  ├⅛  51.05  

.10- 9 Џᶸ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  

┴ ₴ -  

̮  -  

├⅛  ┴  
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施設の現状 

公園施設として、公園内のトイレや休憩施設があります。 

大小様々な公園が設置されています。 

 公衆トイレについては、和式便器となっているものや出入口の段差など様々な方の利用が困難な状

況となっていたものは、利用状況等に応じて便器の洋式化やユニバーサルデザイン化を行いました。 

 

今後の管理方針 

遊具等の老朽化がみられる施設があるので、定期的な点検の徹底を行います。 
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第 11 節 建物系公共施設の基本方針(その他) 

 

施設概要 

前述の区分に該当しなかったものが、その他に該当します。 

 

.11- 1 ᴣ̮ὁ †  

 

 

 

 

 

 

.11- 2 ᴣ̮ὁ ′   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 16.2 ┴ ₴ 64.1 

̮  †  ̮  ′  

├⅛  80.00  ├⅛  120.00  

.11- 3 ᴣ̮ὁ ′   

 

 

 

 

 

 

.11- 4 ᴣ̮ὁ Ḝ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 6.3 ┴ ₴ 58.3 

̮  ′  ̮  Ḝ  

├⅛  60.00  ├⅛  60.00  

.11- 5 ᴣ̮ὁ ⁹   

 

 

 

 

 

 

.11- 6 ᴣ̮ὁ ֦   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 7.3 ┴ ₴ 18.2 

̮  ⁹  ̮  ֦  

├⅛  121.00  ├⅛  80.00  

.11- 7 ᴣ̮ὁ ♥   

 

 

 

 

 

 

.11- 8 ᴣ̮ὁ ᶮ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 6.3 ┴ ₴↓ 4.3 

̮  ♥  ̮  ᶮ  

├⅛  120.00  ├⅛  121.00  

.11- 9 ᴣ̮ὁ ᶮ   

 

 

 

 

 

 

.11- 10 ᴣ̮ὁ ᶮ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 62.12 ┴ ₴ 5.4 

̮  ᶮ 3024- 1 3025- 1 ̮  ᶮ 2179 2182 

├⅛  120.00  ├⅛  242.00  

.11- 11 ᴣ̮ὁ ᶮ   

 

 

 

 

 

 

.11- 12 ᴣ̮ὁ ׀  

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 64.1 ┴ ₴ 60.2 

̮  ᶮ  ̮ ׀   

├⅛  60.00  ├⅛  120.00  

.11- 13 ᴣ̮ὁ ї   

 

 

 

 

 

 

.11- 14 ᴣ̮ὁ ʣ   ׀

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 56.2 ┴ ₴ 4.3 

̮  ї  ̮ ׀   

├⅛  180.00  ├⅛  603.00  
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.11- 15 ᴣ̮ὁ ˴ⱷ   

 

 

 

 

 

 

.11- 16 ᴣ̮ὁ ԍ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 5.2 ┴ ₴ 55.3 

̮  ˴ⱷ  ̮  ԍ  

├⅛  60.00  ├⅛  60.00  

.11- 17 ᴣ̮ὁ ẎḜ   

 

 

 

 

 

 

.11- 18 ᴣ̮ὁ КḜ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 3.2 ┴ ₴ 2.2 

̮  ẎḜ  ̮  КḜ  

├⅛  120.00  ├⅛  60.00  

.11- 19 ᴣ̮ὁ КḜ   

 

 

 

 

 

 

.11- 20 ᴣ̮ὁ КḜ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 7.2 ┴ ₴ 62.12 

̮  КḜ  ̮  КḜ 453- 1  453- 5 

├⅛  60  ├⅛  301.00  

.11- 21 ᴣ̮ὁ КḜ   

 

 

 

 

 

 

.11- 22 ᴣ̮ὁ ᴇ  

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  Ỗᴣ̝ 

┴ ₴ 55.3 ┴ ₴ 7.3 

̮  КḜ  ̮  ᴇ  

├⅛  60.00  ├⅛  121.00  

.11- 23 ᴣ̮ὁ ᴇ   

 

 

 

 

 

 

.11- 24 ӳ   

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  ̔  

┴ ₴ 61.1 ┴ ₴ 4.11 R1.9 ʹ  

̮  ᴇ  ̮ ׀   

├⅛  120.00  ├⅛  16.80  

.11- 25 
ӳ ꜠ Ѽ 

Џ  
 

 

 

 

 

 

 

.11- 26 Ҙ   

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  ι  ̔  

┴ ₴ H3.9 R1.8 ʹ  ┴ ₴ H18.9 

̮  ᴇ  ̮  ᴇ  

├⅛  14.00  ├⅛  52.75  

.11- 27 
ῇ֞ͬ  

ЃῬ  
 

 

 

 

 

 

 

.11- 28 
ῇ֞ͬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  ι  ̔  

┴ ₴ H21.2 ┴ ₴ H25.3 

̮  КḜ  ̮  КḜ  

├⅛  7.29  ├⅛  5.48  

.11- 29 ̗├ Њ֥   

 

 

 

 

 

 

.11- 30 Кᵗ׀   

 

 

 

 

 

 

ι  ᶽ  ι  ᶽ  

┴ ₴ H3.11 ┴ ₴ H13.3 

̮  ̗├  ̮ ׀   

├⅛  6.25  ├⅛  17.50  
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施設の現状 

教職員住宅、南洲神社公衆トイレ及び西郷南洲記念館前公衆トイレなどが該当します。 

 

今後の管理方針 

しま暮らし体験住宅については、町外からの移住希望者が、和泊町において定住地探しをするた

めの重要な施設となっているため、快適な施設利用に支障をきたすと思われるときは、改修等を検

討します。 

風力発電施設については、今後も定期点検を実施し、多額の修繕費用等が発生しないよう、予防

保全に努めます。 

  

.11- 31 ὤ  

 

 

 

 

 

 

.11- 32 ᶮ ḹ  

 

 

 

 

 

 

ι  Ỗᴣ̝ ι  ̔  

┴ ₴ H5.9 ┴ ₴ H28.3 

̮   ̮  ᶮ  

├⅛  113.00  ├⅛  38.36  

.11- 33 
ֻᶽ᷂ Ӣ˗

ҵ  
 

 

 

 

 

 

 

.11- 34 Ὣ̮̂֞ὁ  

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ -  ┴ ₴ H28.12 

̮  КḜ  ̮  ᴇ  

├⅛  180.00  ├⅛  40.57  

.11- 35 ( ) ḹ  

 

 

 

 

 

 

.11- 36 
( )

 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ҵ  ι  ҵ  

┴ ₴ S61.2 ┴ ₴ S55.4 

̮ ׀   ̮ ׀   

├⅛  699.00  ├⅛  352.00  

.11- 37 
̱ ̮ὁ 

1 ֵ 
 

 

 

 

 

 

 

11- 38 
̱ ̮ὁ 

2Κ3 ֵ 
 

 

 

 

 

 

 

ι  ̔  ι  ̔  

┴ ₴ 45.3 R3.2  ┴ ₴ H23.3( ʹ) 

̮  КḜ  ̮  ᴇ  

├⅛  50.00  ├⅛  99.90  

.11- 39 
̱ ̮ὁ 

ֵ 
 

 

 

 

 

 

 

11- 40 
ʣ ᷂

 
 

ι  ̔  ι  ̔  

┴ ₴ S55.3 R2.2 ʹ  ┴ ₴ R1.12 

̮  ԍ 281- 1 ̮  ̗├ 1169- 10 

├⅛  60.00  ├⅛  33.60  
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第 12 節 インフラ施設の基本方針(道路)  

 

施設概要 

車両や歩行者が通行するための、和泊町所有の道路が対象になります。 

和泊町では、国頭海岸線や空港線などが該当します。 

 

区分 種別 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道 

路 

１級（幹線）町道 25,49 3 157,909  

２級（幹線）町道 23,013  162,319  

その他の町道 265,489  1,321,583  

合計 313,995  1,641,811  

 

施設の現状 

道路によっては、一部舗装や路面が痛んでいる箇所が見受けられます。 

 

今後の管理方針 

定期的にパトロールを行い、劣化状況や危険度を把握します。 

パトロールにより把握した劣化状況や危険度を基に優先順位をつけ、修繕・更新を行います。 
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第 13 節 インフラ施設の基本方針(橋りょう) 

 

施設概要 

車両や歩行者が河川を横断するための、和泊町が所有している橋が対象です。 

和泊町では、南洲橋や西原橋が該当します。 

 

区分 種別 面積（㎡） 

橋
り
ょ
う 

PC橋 441  

 
RC橋 448  

 
鋼橋 0 

石橋 0 

その他 65  

合計 954  

 

 

施設の現状 

橋りょうによっては、一部塗装や躯体の劣化が見受けられます。 

 

今後の管理方針 

定期的にパトロールを行い、劣化状況や危険度を把握します。 

「橋りょう長寿命化計画」に基づき、長寿命化を実施します。 
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第 14 節 企業会計施設の基本方針(上水道施設)  

 

施設概要 

浄水施設や上水道管路が該当します。 

 

浄水施設 

区分 種別 箇所 面積(㎡) 

浄
水
施
設 

井戸 7 376.69  

配水池 5 1,286.38  

浄水場 2 1,510.76  

ポンプ場 1 76.85  

合計 15 3,250.68  

 

上水道管路 

区分 種別 延長(ｍ) 

上
水
道
管
路 

導水管 5,024  

送水管 6,272  

配水管 106,041  

合計 117,337  

 

施設の現状 

浄化した水道水を町民に提供しています。 

 

今後の管理方針 

水道水を安定して供給するためにも、今後の人口動向や施設の更新費用を考慮しながら水道利用

料金設定を十分に検討します。 
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第 15 節 企業会計施設の基本方針(下水道施設) 

 

施設概要 

ポンプ場や、管路など下水処理に関連する施設が該当します。 

 

15- 1 ⱦ  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 15- 2 ᶮ ӓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ṑ  ι  ṑ  

┴ ₴ 19.2 ┴ ₴ 11.1 

̮  ′ 891 ̮  ᶮ 63- 3 

├⅛  771.00  ├⅛  1182.80  

. 15- 3 Ḝ ӓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 15- 4 ˴† ӓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ṑ  ι  ṑ  

┴ ₴ H16.5 ┴ ₴ 14.4 

̮  ′ 1058- 2 ̮ ׀  805- 3 

├⅛  334.30  ├⅛  231.21  

.15- 5 ʴ ӓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 15- 6 Ӕ ӓ   

 

 

 

 

 

 

ι  ṑ  ι  ṑ  

┴ ₴ 14.4 ┴ ₴ 12.4 

̮  ⁹ 424- 2 ̮  ї 207- 2 

├⅛  306.00  ├⅛  436.50  

. 15- 7 ᴇ ӓ  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 15- 8 ᴇ ʴ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ṑ  ι  ṑ  

┴ ₴ H11.3 ┴ ₴ 9.12 

̮ ׀  1002 ̮ ׀  512- 40 

├⅛  1904.82  ├⅛  562.99  

. 15- 9 ᴇ ʴ  
 

 

 

 

 

 

 

 

. 15- 10 ֺ ḹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ι  ṑ  ι  ṑ  

┴ ₴ H9.3 ┴ ₴ H11 H17 

̮ ׀  707- 1 ̮  КЋḢ 

├⅛  330.02  ├⅛  2071.32  
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下水道管路 

区分 種別 延長(ｍ) 

管
路 

塩ビ管 114,428  

合計 114,428  

 

浄化センター・ポンプ場等建物 

区分 種類 面積(㎡) 

建
物 

公共下水道 4,756.29  

農業集落排水 3,374.67  

合計 8,13 0.96  

 

 

施設の現状 

町内から集められた汚水の浄化を行っています。 

 

今後の管理方針 

下水道施設や管路の適切な維持管理を図り、長寿命化を行い、施設にかかる維持管理コストの縮減

に努めます。 
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ᴇ ЏВ ֻ  
 

₳ 29 ₴  

₳ 31 ₴ 3  

̉ᴇ ₴  

          ̉ᴇ ₴  

ᴇ  ҵ  

ǂ 91 - 9192  ЃῬ ẎῬ ᴇ ᴇ 10 ᷂ 


